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内
子
町
出
身
で
、
元
東
宝
㈱
常
務

取
締
役
の
大
橋
雄
吉
先
生
を
講
師
に

迎
え
、
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

数
々
の
映
画
作
品
を
手
掛
け
た
経

験
を
、
懐
か
し
い
映
像
と
と
も
に
お

話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
入
場
は
無
料

で
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

９
月
９
日
㈬
、
１４
時
～（
開

場
１３
時
３０
分
）

■
場
所　

伊
予
市
市
民
会
館

い
き
い
き
講
演
会
の
ご
案
内

　

消
費
者
の
不
安
を
あ
お
っ
て
、
高
額
な

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
を
契
約
さ
せ
た
り
、
高

額
な
商
品
を
売
り
つ
け
た
り
す
る
悪
徳
商

法
や
、
電
話
や
ハ
ガ
キ
で
金
銭
の
振
り
込

み
を
要
求
す
る
「
振
り
込
め
詐
欺
」
な
ど
高

齢
者
を
狙
っ
た
犯
罪
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

特
に
、
一
人
暮
ら
し
で
周
囲
に
相
談
相

手
が
い
な
い
人
、
認
知
症
な
ど
で
判
断
力

が
十
分
で
な
い
人
が
被
害
に
あ
う
ケ
ー
ス

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
判

断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の
尊
厳
と
権
利

を
守
る
た
め
の
公
的
制
度
と
し
て
「
成
年

後
見
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
の
高
齢

者
や
知
的
障
害
の
あ
る
方
、
精
神
障
害
の

あ
る
方
な
ど
、
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い

成
年
後
見
制
度
と
は　
　

 

成
年
後
見
制
度
と
は　
　

方
が
、
財
産
の
管
理
、
介
護
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
、
施
設
入
所
の
契
約
な
ど
、

生
活
を
し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
法
律
行

為
を
行
う
場
合
に
、
本
人
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
「
成
年
後
見
人
」
等
を
選
任
し
て
お
く
こ

と
で
、
本
人
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重

し
な
が
ら
権
利
と
財
産
を
守
り
、
支
援
す

る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
制
度
の
種
類

成
年
後
見
制
度
の
種
類

○
預
貯
金
の
管
理
や
不
動
産
の
処
分
な
ど

の
財
産
管
理

○
日
常
生
活
上
必
要
な
契
約
な
ど
の
法
律

行
為

○
介
護
・
福
祉
・
医
療
施
設
へ
の
入
退
院

の
契
約
や
費
用
支
払
い　

な
ど

※
食
事
の
世
話
や
実
際
の

介
護
な
ど
は
、
一
般
に

成
年
後
見
人
の
業
務
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

利
用
方
法

利
用
方
法

■
問
い
合
わ
せ

○
松
山
家
庭
裁
判
所

☎
９
４
５
ー
５
０
０
０

○
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
法
テ
ラ
ス
愛
媛

☎
０
５
０
ー
３
３
８
３
ー
５
５
８
０

○
松
山
合
同
公
証
役
場（
任
意
後
見
契
約

に
つ
い
て
）

☎
９
４
１
ー
３
８
７
１

《
任
意
後
見
制
度
》

　

将
来
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に

備
え
て
、「
誰
に（
受
任
者
）」、「
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
し
て
も
ら
う
か
」
を
あ
ら
か
じ

め
決
め
て
お
く
制
度
。

《
法
定
後
見
制
度
》

　

判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
て
か
ら
、

家
庭
裁
判
所
へ
申
し
立
て
を
行
う
こ
と

で
、
援
助
者
と
し
て
成
年
後
見
人
等（
成

年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
）を
選
任
す

る
制
度
。
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に

よ
っ
て
「
補
助
制
度
」「
保
佐
制
度
」「
後
見

制
度
」
の
３
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
家

庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
行
い
、
審
判
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
し
立
て
が

で
き
る
の
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等

内
の
親
族
、
任
意
後
見
人
受
任
者
で
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
市
長
が
申
し
立
て
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

《
利
用
料
》

○
裁
判
所
へ
申
し
立
て
を
行
う
手
数
料

○
公
正
証
書
作
成
手
数
料（
任
意
後
見
）

○
利
用
者
の
判
断
能
力
を
確
認
す
る
た
め

の
鑑
定
や
診
断
料

○
後
見
人
の
報
酬　

な
ど

成
年
後
見
人
の
業
務

成
年
後
見
人
の
業
務


